
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【開催期間】8月から１２月まで（全４回） 

【定  員】一般男女２０名（先着順） 

【募集期間】７月４日（火）から７月１４日（金） 

受付は平日の 9：00～16：00 

【そ の 他】詳細につきましては会員の方に随時 

お知らせいたします。 

【お申込み・お問合せ】32-3137 

〒013-0018 横手市本町３－３０ 

横手中央地区交流センター   TEL 32-3137 

横手市女性センター        TEL 33-3995 

共通 FAX（停電時 TEL）      33-7517 

E-mail: yokotechuo-ckc@city.yokote.lg.jp 

長い間 

ありがとうございました 

年間（全４回）を通して参加して下さる 

「年間会員」を募集いたします 

～ 会 長 挨 拶 ～ 

 平成元年横手市働く婦人の家利用団体連絡協議会が設立されました。平成十年にはＹ

パル利用団体連絡協議会に変更されております。この間「まつり」「研修旅行」等の行事

で会員の皆様の熱い想いが受け継がれてまいりました。残念ながら会員の減少等で存続

が難しくなり総会で解散が決定されましたが、今後も各サークルの活動が長く続けられ

ますよう願っております。 

“生涯学習”の一翼を担うこの会の末席を頂き光栄に存じます。 

藤田 一枝 

参加者募集のお知らせ 

センターだより 

当協議会は令和５年４月１８日を

もちまして発展的解散をいたしま

した。それに伴い、繰越金は全額横

手市社会福祉協議会へ寄付いたし

ました。 

横手中央地区交流センター 

横手市女性センター 

５月 31日横手市社会福祉協議会にて 

Ｙパル利用団体連絡協議会からのお知らせ 

令和５年７月１日号 

令和５年度 わくわく健康塾 【年間会員】 

【内  容】 

① ８月 ３日（木） 

 『音楽レクリエーション』 

② ９月１４日（木） 

 『横手川沿いの歴史探訪』 

③１１月１６日（木） 

 『体にやさしいチョコレート教室』 

④１２月２１日（木） 

 『自分で作る癒しの森～テラリウム～』 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

９月の利用申請について 

７月３日（月）から受付いたします。 

◎窓口での申請 9：00～ 

◎電話での仮申請 10：00～ 

◎インターネットでの仮申請 13：00～ 

・貯蓄体操 ・３Ｂ体操 ・整美体操 

・リフレッシュ体操 ・太極拳 ・卓球 

・スローエアロビック ・フォークダンス  

・フラダンス（子ども向け） 

 

・編み物 ・和布クラフト（つまみ細工） 

・和紙人形 ・洋裁リメイク ・エコクラフト 

 

・合唱、コーラス ・舞踊 ・料理教室 

 

・絵画 ・韓国語 ・英会話 ・俳句 ・書道 

・短歌 ・郷土史 ・茶道 ・囲碁 ・将棋 

 

７月のサークル活動 
６月１５日現在 

当センターを利用し、活動しているサークルです。 

ご興味のある方、一緒に活動したい方は横手中央 

地区交流センターまでお問い合わせください。 

 学校と地域住民などが力を合わせて学校運営

に取り組む仕組みである『学校運営協議会制度』

を導入した学校のことをいいます。 

学校運営協議会の４つの役割 

委員の任命 委員の任命 

教育委員会 

委員の任命 

意
見 

『学校運営協議会』 

 保護者や地域住民、学校関係者

などの委員からなる組織。教育活

動や学校への支援について話し合

い、地域の学校を支えます。 

説
明 

横手市が目指すコミュニティ・スクール 

説明 

学校運営協議会 

１、校長が作成する学校運営の基本方針を承認する。 

２、学校運営について、教育委員会または校長に意見を述べることができる。 

３、教職員の任用に関して、教育委員会に意見を述べることができる。 

４、学校の運営状況について評価を行う。 

学校運営などに関する意見 

委員の任命 

保護者、地域住民 

説明 

（PTA、学校応援団、町内会など） 

承認 

学校運営の基本方針 

校長 
＜委員＞保護者、地域住民、学校関係者 

ありがとうございます 

 利用者の方からいただいた季節のお花が、

玄関やロビー、窓口などに彩りを添えてくれ

ています。真っ赤なスグリの実や紫色のまん

まるが可愛らしいア 

リウム、珍しい種類 

のあじさいシルバー 

ダラーなど様々な種 

類のお花で来館者を 

楽しませてくれてい 

ます。 

意見・評価 学校運営・教育活動 


